
社会福祉法人緑会定款施行細則

第１章　総則

第１条　この細則は、社会福祉法人緑会（以下「法人」という。）定款第41条の規定により、

　法人の運営管理及び業務の細部について、必要な事項を定める。

第２章　評議員選任・解任委員会

　（目的）

第２条　法人定款第６条第３項の規定に基づき、評議員選任・解任委員会（以下「委員会」

　という。）の運営について必要な事項を定めるものとする。

　（委員の構成）

第３条　委員会の委員は、理事会において選任する。

２　外部委員には、次のいずれにも該当しない者を選任する。

　　務を執行する者又は使用人

　 (委員の任期）

第４条　委員の任期は、就任後４年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関する定

　時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

　 (補欠委員の選任）

第５条　委員が欠けたときは、速やかに、第２条の規定に基づき、新たな委員を選任しなけ

　ればならない。

２　前項の規定に基づき選任された委員の任期は，前任者の任期の満了するときまでとする

　ことができる。

　 (委員の解任）

第６条　委員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において、理事総数の３分の

　２以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。

　（委員の報酬等）

第７条　委員には、その地位のみに基づいては、報酬を支給しない。

２　会議に出席の委員には一会議あたり５千円の報酬を支給するものとする。

　（招集）

第８条　委員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。

　（招集通知)

第９条　理事長は、委員会の日の１週間前までに、各委員に対して書面又は電磁的方法でそ



の通知を発しなければならない。ただし、委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経

ることなく委員会を開催することができる。

　（議長）

第10条　委員会に議長を置き、委員の互選により選任する。

　（評議員の選任）

　（評議員の解任）

第12条　評議員の解任は、次の各号の手続を経て行うものとする。

　（決議）

第13条　委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部

　委員の１名以上が出席し、かつ、外部委員の１名以上が賛成することを要する。

　（議事録）

第14条　委員会の議事については、議事録を作成する。

２　議事録は書面をもって作成し、議長が記名押印しなければならない。

３　議事録は、次に掲げる事項を内容とする。

４　議事録は、委員会の日から10年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。

第３章　役員報酬

　（役員報酬）

第15条　会議に出席の理事及び監事に対して、法人定款第21条に基づき一会議５千円を支給

　する。

第４章　事務の専決

　（理事長の専決処分）

第16条　法人定款第24条による理事長の専決する日常の軽易な業務は次のとおりとする。

第11条　評議員の選任は、次の各号の手続を経て行うものとする。

　　いて決議を行う

　　と当該法人及び役員等との関係、当該候補者の兼任状況、当該候補者を評議員として適

　　任と判断した理由を説明しなければならない

　　任とした理由を委員に説明しなければならない



　　められる取得価格１件500万円未満の物品の売却又は廃棄。ただし、法人運営に重大な

　　影響のある固定資産を除く

　なお、これらの中には諸規定において定める契約担当者の委任されるものも含まれる。

　（専決の報告）

第17条　理事長が専決を行った事項のうち、その内容が重要であると認められる事項につい

　ては、速やかに文書又は口頭により理事会に報告しなければならない。

第５章　細則の改廃

　（改廃）

第18条　この細則の改廃は、理事会の決議を経て行う。

別表１

　　　　

　　　　

　　　附　則

　　この細則は、平成29年４月１日から施行する。

　　ア　日常的に消費する給食材料、消耗品等の日々の購入

250万円

160万円

100万円

　　の他やむを得ない特別の理由があると認められるもの。ただし、法人の運営に重大な影

　　響があるものを除く

　　ない場合

　　イ　施設整備の保守管理、物品の修理等

　　ウ　緊急を要する物品の購入等

　　のための支出並びにこれらの処分


